
群馬シニア６０サッカ－リ－グ運営要項

総　則

第1条 このリ－グは、群馬県シニア６０サッカ－リ－グという。

第2条 このリ－グは、（公財）日本サッカ－協会の規定に基づき、（公社）群馬県サッカ－協会の

統括を受ける。

第3条 このリ－グの運営は、別に定める運営委員会にて行う。

第4条 このリ－グの事務局は、群馬県シニアサッカ－連盟の事務局長宅に置く。

目　的

第5条 　このリ－グは、生涯スポ－ツであるサッカ－を通じて、加盟各チ－ムの親睦を深める

と共に地域の活性化を図り、サッカ－競技の普及・発展に努めることを目的とする。

組　織

第6条 　このリ－グは、群馬県シニアサッカ－連盟に登録された会員により構成されたチ－ム

で組織する。

運営及び役員

第7条 このリ－グを円滑に運営するため、下記、役委員で構成する運営委員会を設ける。

1.　運営委員長 １名

2.　副運営委員長 1名

3.　会計 1名

4.　運営委員 若干名

第8条 運営委員は加盟各チ－ムより選出された　2名と、群馬県シニアサッカ－連盟より選出

された役員で組織する。

第9条 運営委員長はリ－グ運営を総括する。　副運営委員長は運営委員長を補佐し運営

委員長に事故ある時は代行する。　会計は運営委員長並びに副運営委員長の補佐し

会計経理を行う。

第10条 役員の任期は２年間とする。但し再任は妨げない。

会　議

第11条 運営委員会は、次の事項を審議・決定する。

1.　役員の推挙並びに選出に関すること。

2.　リーグの日程の立案並びに実施に関すること。

3.　予算並びに決算に関すること。

4.　賞罰の裁定に関すること。

5.　本要項並びに諸規定の制定・改廃に関すること。

6.　その他の決議を要する重要事項の審議。

第12条 運営委員会は必要に応じて運営委員長が招集し議長を務める。但し、運営委員の

過半数以上から請求があつた時は、これを召集しなければならない。

第13条 決議事項は運営委員の２／３以上の可否をもって成立する。



運営費

第14条 このリ－グに参加するチ－ムは参加費を指定する口座に納入する。

第15条 このリ－グの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終了する。

第16条 このリ－グの収入は、次の通りとする。

　　　1.参加費　　2.補助金　　3.寄付金　　4.その他の収入

第17条 このリ－グの支出は、次の通りとする。

　　　1.会場費　　2.会議費　　3.事務通信費　　4.諸謝金　5.その他運営に必要な経費

選手資格

第18条　 このリーグに参加できる選手は、(公財）日本サッカー協会にシニア登録された選手であり、

且つ、群馬県シニアサッカー連盟に登録された選手であること。

第19条 参加者は、あらかじめ健康診断を受けるなど、各自の健康は各自で責任を持つこと。

なお、体調不良の場合は試合への参加を見合わせること。

第20条 このリーグに参加できる選手の年齢は、リーグ開幕年度の４月１日時点で満５８歳以上の

ものとする。

第21条 （公財）日本サッカー協会および（一社）関東サッカー協会が主催する関東大会及び全国大会

への参加資格は、シニア登録者のみに限られる。

第22条 運営委員会はリーグ戦開始前に参加選手の資格認定を行う。

登録選手は、原則として（公財）日本サッカー協会発行の選手証を持参しなければならない。

選手証には必ず写真を添付し、顔の認証ができるものとする。

※選手証とは、（公財）日本サッカー協会Ｗｅｂ登録システム「KICKOFF」から出力した選手証、

　 登録選手一覧を印刷したもの、またはスマートフォンやパソコン等の画面に表示したものを示す。

第23条 選手の追加登録は、随時行えるものとする。但し、運営委員会の承認を得たあと試合に

出場できる日程を決定する。

（公財）日本サッカー協会への登録完了後は、選手証の確認が出来るようにしておくこと。

第22条と同様とする。

第24条 選手の移籍登録は、群馬県シニアリーグの開催期間中は随時行えるものとする。

いづれの理由がある場合でも、移籍を妨げることはできない。

但し、各リーグ運営委員会の承認を得た後に試合に出場できる日程を決定する。

（公財）日本サッカー協会への登録完了後は、選手証の確認が出来るようにしておくこと。

第22条と同様とする。

ユニフォ－ム

第25条 フイ-ルドプレ-ヤ-、ゴ－ルキ－パ-ともに正・副２組のユニフォ－ムを試合会場

に持参すること。

ユニフォ－ムの色はあらかじめ対戦チ－ム間で決定し、主審の承認を得る。

両チ－ムが譲らない場合は抽選により決定する。



日程及び組合せ

第26条 このリ－グの日程は、毎年４月に開始し１２月までに終了する。

第27条 このリ－グは年間２回の総当りのリ－グ戦を行い、順位を決定する。

第28条 試合日程及び組合せは、運営委員会で決定する。

第29条 このリ－グへ初めて参加するチ－ムは、参加年度の前年１２月までに

連盟常任理事会の承認を得なければならない。

審判委員

第30条 このリーグの審判員は、当該チーム以外の有資格者が行うものとし、主審は３級以上または

その年の４級特別講習受講者に限る。

副審・第４審は４級以上の有資格者が行うこと。

主審・副審・第４審は、試合前に必ず審判資格証を当該チームへ提示し確認承認を得ること。

第31条 審判員（主審・副審・第４審）は、必ず審判服を着用する。また、審判資格証を携帯する。

第32条 審判手当は主審・副審・第４審を含め、4,500円/回とする。

表彰

第33条 全日程終了ご、その成績により表彰する。

　チ－ム表彰

　1.優勝 2.準優勝 3.第三位 4.フエアプレイ賞

　個人表彰

　1.最優秀選手　　2.得点王　　2.優秀選手

試合

第34条 リ－グ開催年度の（公財）日本サッカ－協会競技規則を適用する。

第35条 高温高湿時の試合開催は、(公財)日本サッカー協会よりの通達に準じ決定する。

第36条 試合時間は、４０分（２０分ハ－フ）とする。

第37条 選手交代は、随時行えるものとし、一旦退場した選手の再出場は認めるが、再々出場

は認めない。　但し、負傷退場により11人に満たなくなった場合は再々出場を認める。

第38条 試合においてベンチ入場できるものは、２０１９年プログラムエントリー用紙にて認めらた

役員及び登録選手に限る。

順位の決定

第39条 順位は勝点の多い順で決定する。 　　　　

1.勝ち…３点　　２.引き分け・・・１点　　３.負け・・・０点

4.不戦勝・・・３点　　５.不戦敗・・・０点　　

不戦勝・不戦敗の得点は　５-０　とする。

第40条 勝点で順位が決定しない場合は、次のように順位を決定する。

1.得失点差　　２.総得点　　３.当該チ－ムの成績　　４.決定戦（１試合）

第41条 このリ－グで優勝したチ－ムは、翌年の「関東シニア60 サッカ－選手権大会」への

出場権を得る。



使用球

第42条 使用球は、重さ３８０ｇ規格とし、両チ-ムより１個ずつ持ち寄り、審判が決定する。

警告・退場

第43条 同一試合中に２度警告を受け、退場を命ぜられた者は次の１試合を出場停止とする。

但し、警告の累積にはならない。

リ－グ期間中に警告を累計２回受けた者は次の１試合に出場出来ない。

リ－グ期間中に退場を受けた者は次の１試合に出場出来ない。

退場の理由によっては別に定める規律・フエアプレ-委員会を招集し処分を検討する。

このリ－グでの出場停止処分はこのリ－グで消化するものとする。

但し、上位公式大会に出場の場合はＪＦＡ規定に準じる。

試合会場

第44条 試合会場は、このリ－グに加盟するチ－ムが確保する。

第45条 会場設営料は、１会場3,000円／回とする。但し、領収書のある場合は、実費を支給する。

附則

この運営要項は、群馬県シニア６０サッカ－リ－グ運営委員会の承認を得ずに改廃

することは出来ない。

① この運営要項は１９９７年４月１日より実施する （第１回）

：

⑦ この運営要項は２０１９年４月１日より実施する （第７回）


